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第１２回トラック輸送における取引環境・労働時間改善群馬県地方協議会 
の開催について（書面開催） 

 
拝啓 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。平素より格別の御理解、御配

慮を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、今年度の協議会につきましては「働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律」に基づき、自動車運転の業務について令和６年度から時間外労働の上限規制

が適用されることを踏まえ、厚生労働省労働基準局及び国土交通省自動車局より下記のと

おり議事事項等が示されました。 
本来であれば対面による協議会を開催し、皆様から御意見をいただくところでございま

すが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から今年度は書面での開催とさせていた

だきます。 

つきましては、【別紙１】～【別紙４】を御覧いただき、下記１．議事に対する回答及

び２．その他に関する御協力等をお願い申し上げます。 

敬具 

 
記 

１． 議 事 
（１）ガイドライン加工食品物流編について【別紙１】 
（２）トラック運送事業者に対する労働時間等説明会の開催について【別紙２】 

 
２．その他 

（１）周知事項【別紙３】 
（２）報告事項【別紙４】 
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